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１－１ 策定の主旨 

  笠間市は、平成１８年３月１９日に 3 市町（旧笠間市・友部町・岩間町）が合併

し、豊かな自然、歴史、文化、地場産業などの豊富な資源を有した広域交通の要衝

となる新たな市です。 
  本市水道事業は、旧事業を引継ぐ形態で３つの水道事業が存在し、事業や施設の

統合はなされていない状況となっています。それぞれの水道事業は、これまでに需

要増加に対応した施設の拡張を行ってきましたが、近年、水需要の変化や規制緩和

の進展といった社会的な動き、水道水の安全性やおいしさに対しての多様化、高度

化する需要者のニーズや地球規模での環境問題など、水道事業を取り巻く状況は大

きく変化してきており、市民のニーズに応えられる質の高い水の供給が求められて

います。 
  厚生労働省では、平成 16 年 6 月に「水道ビジョン」を策定し、今後の水道に関

する重点的な政策課題と具体的な施策及び方策、工程等を示しており、平成 17 年

10 月には、各水道事業者に対して、自らの事業を取り巻く環境を総合的に分析し

た上で、経営戦略を策定し、それを計画的に実行していくための「地域水道ビジョ

ン」の作成が推奨されています。 
  このような背景から、笠間市水道事業は効率的な事業経営のもとで将来に亘り安

全で安心な水の供給確保はもとより、災害時にも安定的な給水を行うために「笠間

市水道ビジョン」を策定し、今後の進むべき方向を明らかにするものです。 
 

 １－２ 位置付け 

  笠間市水道ビジョンは、「笠間市総合計画（平成 19 年 3 月）」に示された本市の

将来像である「住みよいまち 訪れてよいまち 笠間」を念頭に、笠間市水道事業

として中・長期的な施策の方向性を示したもので、国が示した水道ビジョンの５つ

の主要政策課題（「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、「国際」）に基づき、本市の地

域・時代の背景に配慮した上で、住民とのコンセンサスを得る水道の構築に取組ん

でいくものです。 
  実施に当たっては、事業の効率化の検討や財政状況を勘案して実行していきます。 
 
 
 
 
 

第１章 笠間市水道事業基本計画策定にあたって 
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２－１ 水需要の動向 

①人口推計 

○行政区域内人口 

笠間市は、これまで友部地区で宅地開発、笠間地区で商業の集積化、岩間地区で

工業団地が整備され、過去 10 年間では人口がほぼ横ばいで推移してきました。 

また、若年層の減少は本市においても緩やかに進行しており、少子高齢化及び核

家族化が進行すると予測されます。 

しかし、本市では岩間ＩＣ周辺地区の開発事業、茨城中央工業団地整備事業、畜

産試験場跡地整備事業等が計画されており、産業開発等を踏まえた定着人口の増加

が見込まれます。 

本市行政区域内人口の推計は、上位計画である笠間市総合計画との整合を図り下

記のとおりと設定しました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○給水区域内人口 

本市の３つの水道事業は、旧市町の行政区域全域を給水区域としているため、計

画給水区域内人口は、行政区域内人口と同値としました。 

第２章 水道事業の現状の分析と課題 

行政区域内人口の推計値 

①笠間水道事業 平成 28 年度：27,700 人 平成 37 年：27,100 人 

②友部水道事業 平成 28 年度：38,100 人 平成 37 年：40,400 人 

③岩間水道事業 平成 28 年度：16,200 人 平成 37 年：16,300 人 

④笠間市全体  平成 28 年度：82,000 人 平成 37 年：83,800 人 

行政区域内人口
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○給水人口 
給水人口は、それぞれの水道事業の地域特性を踏まえ普及率を設定し、計画給水

区域内人口に乗じて設定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上水道事業給水人口
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給水区域内人口の推計値 

①笠間水道事業 平成 28 年度：27,700 人 平成 37 年：27,100 人 

②友部水道事業 平成 28 年度：38,100 人 平成 37 年：40,400 人 

③岩間水道事業 平成 28 年度：16,200 人 平成 37 年：16,300 人 

④笠間市全体  平成 28 年度：82,000 人 平成 37 年：83,800 人 

給水人口の推計値 

①笠間水道事業 平成 28 年度：24,200 人 平成 37 年：24,400 人 

（普及率 87％）   （普及率 90％） 

②友部水道事業 平成 28 年度：36,300 人 平成 37 年：39,200 人 

（普及率 95％）   （普及率 97％） 

③岩間水道事業 平成 28 年度：14,600 人 平成 37 年：15,300 人 

（普及率 90％）   （普及率 94％） 

④笠間市全体  平成 28 年度：75,100 人 平成 37 年：78,900 人 

（普及率 92％）   （普及率 94％） 
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②水需要予測 
将来給水量の予測は、水道事業別に推計した将来人口に、実績水量を基に推計し

た生活用一人当たりの給水量を乗じて生活用の将来水量を予測しました。更に、業

務・営業用及び工場用なども実績水量を基に将来水量を推計し、有効率・有収率・

負荷率を設定し、下記のとおり一日最大給水量を設定しました。 
 
 
 
 
 
 

ａ．生活用水量 
生活用水量は、一般家庭で使用される水量です。一人当たりの生活用水量の実

績は、一世帯当たり構成人員の減少、節水型水使用機器の普及などの要因により

横ばいあるいは漸増傾向を示しています。今後は、この緩やかな増加傾向が続く

ものと推計しました。 
 

ｂ．業務・営業用水量 
業務営業用水量は、事務所、官公署、学校、病院、ホテルなど各種の都市活動

において使用される水量です。実績平均値に想定される開発区域の水量を加算し

た結果、業務・営業用水量は将来的に増加傾向がみられます。 
 

ｃ．工場用水量 
工場用水量は、時系列傾向分析または実績平均値による推計の結果、増加傾向

で推移していくとみられます。 

上記の推計より、今後も笠間市全体で増加傾向が見込まれます。 

 

一日最大給水量の推計値 

①笠間水道事業 平成 28 年度：10,100m3/日 平成 37 年： 9,900m3/日 

②友部水道事業 平成 28 年度：14,200m3/日 平成 37 年：14,900m3/日 

③岩間水道事業 平成 28 年度：12,200m3/日 平成 37 年：12,800m3/日 

④笠間市全体  平成 28 年度：36,500m3/日 平成 37 年：37,600m3/日 

笠間市給水量推計値
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２－２ 水源施設 
 
 (1)笠間水道事業 

平成 17 年度の自己水源水量と県水契約水量の合計は、一日平均給水量実績の約

2.4 倍が確保されており、非常時の水量に対するゆとり・安心度は高い値となって

います。一方で水源利用の効率は低い状況となり、水源利用率を県内同規模事業体
1)と比較すると 37/38 位となっています。また、一日最大給水量実績に対する余

裕率は 111％（日最大の約 2.1 倍）と大きく、非常時の水量に対するゆとり・安

心度は高いですが、水源が２水源（内県水受水地点 1）しかなく、事故または渇水

等に対する安全度は低くなっています。 

尚、原水有効利用率は 81％程度となっています。 

石寺地区においては、ヒアリング調査から以下の課題があります。 

①石寺地区の水稲期には、河川水を水田に引くため４号井は水量不足 

②石寺地区は、地山が岩盤（軟岩）であり水源開発が困難 

平成 17 年度実績 水源の現状（石寺地区） 

水 道 

事業名 

水 源 

箇所数 

水 源 

種 別 

自己水源

水  量 

（m3/

日） 

自己水源

取水実績

（m3/日）

県  水 

契約水量 

（m3/日）

一日平均

給水量実績

（m3/日）

一日最大 

給水量実績 

（m3/日 

一日最大 

県水量実績 

（m3/日） 

今後 20 年間

の 

最大給水量

（m3/日）

笠  間 

水道事業 

1 
（４号

井） 

浅井戸 1,462 632 
6,700 

（15,338）
6,993 7,965 7,333 

H27 年度

10,100 

 
 
 
 
 (2)友部水道事業 

平成 17 年度の自己水源水量と県水契約水量の合計は、一日平均給水量実績の約

1.5 倍が確保されており、非常時の水量に対するゆとり・安心度は適度であり、水

源利用の効率も高い状況となっています。水源利用率を県内同規模事業体と比較す

ると 9/38 位で高く、また、一日最大給水量実績に対する余裕率は、26.9％（日

最大の約 1.3 倍）であり、非常時の水量に対するゆとり・安心度も妥当と考えら

れます。 

水源は 13 水源（内県水受水地点 1）あるため、事故または渇水等に対する安全

度は高くなっていますが、今後は、井戸水源の再編成を含めた対策が必要と考えら

れます。 

尚、原水有効利用率は、90.8％程度となっています。 
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平成 17 年度実績 水源の現状 

水 道 

事業名 

水 源 

箇所数 

水 源 

種 別 

自己水源

水  量 

（m3/日）

自己水源

取水実績

（m3/日）

県  水

契約水量

（m3/日）

一日平均

給水量実績

（m3/日）

一日最大

給水量実績

（m3/日）

一日最大 

県水量実績 

（m3/日） 

今後 20 年間

の最大給水量

（m3/日）

友  部 

水道事業 
12 深井戸 9,777 6,669

5,000
（9,100）

10,353 12,429 5,760 
H37 年

14,900 

宍戸系 １号井 深井戸 1,058 － － － － － － 

２号井 深井戸 464 － － － － － － 

３号井 深井戸 1,305 － － － － － － 

４号井 深井戸 1,124 － － － － － － 

７号井 深井戸 357 － － － － － － 

８号井 深井戸 1,169 － － － － － － 

９号井 深井戸 959 － － － － － － 

10 号井 深井戸 164 － － － － － － 

 13 号井 深井戸 1,010 － － － － － － 

小 計 － 7,610 － － － － － － 

友部系 ５号井 
深井戸 

621 
－ － － － － H21 休止予

定 

６号井 
深井戸 

311 
－ － － － － H21 休止予

定 

11 号井 
深井戸 

1,235 
－ － － － － H21 休止予

定 

小 計 － 2,167 － － － － － － 

※（ ）内は、平成 21 年度以降の県水契約水量を示す。 

 
 
 (3)岩間水道事業 

平成 17 年度の自己水源水量と県水契約水量の合計は、一日平均給水量実績の約

1.8 倍が確保されており、非常時の水量に対するゆとり・安心度は高く、一方で水

源利用の効率は低い状況となっています。水源利用率を県内同規模事業体と比較す

ると 30/38 位となっています。 

また、一日最大給水量実績に対する余裕率は 37.3％（日最大の約 1.4 倍）とや

や大きく、非常時の水量に対するゆとり・安心度は高いが、水源が 4 水源（内県

水受水地点２）しかなく、事故または渇水等に対する安全度は比較的低い状況とな

っています。尚、原水有効利用率は、83.9％程度となっています。一方、新規井

戸計画の３号井戸は未整備となっています。 
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平成 17 年度実績 水源の現状 

水 道 

事業名 

水 源 

箇所数 

水 源 

種 別 

自己水源

水  量

（m3/日）

自己水源

取水実績

（m3/日）

県  水

契約水量

（m3/日）

一日平均

給水量実績

（m3/日）

一日最大 

給水量実績 

（m3/日） 

一日最大 

県水量実績 

（m3/日） 

今後 20 年間

の最大給水量

（m3/日）

岩  間 

水道事業 
2 深井戸 5,745 3,585

2,200
（8,200）

4,367 5,785 2,728 
H37 年 

12,800 

１号井戸 深井戸 2,923 － － －    

２号井戸 深井戸 2,822 － － －    

３号井戸 － － － － －   未整備 

小 計 － 5,745 － － －    

※（ ）内は、平成 27 年度の県水契約水量を示す。 
 
 
１）茨城県内同規模事業体は、給水人口が 1 万人～6 万人、主水源が県水受水、浅井戸、深井戸である事

業体（平成 15 年度：39 事業体、平成 16 年度：38 事業体）を示す。 
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 ２－３ 浄水施設 
 
 (1)笠間水道事業 

石寺浄水場においては、降雨時に濁度が上昇するため、取水及び送水ポンプﾟを

停止し、県水への切り替えにより対応しています。 

既設送水ポンプの仕様は、φ125×1.6m3/min×H85m×32kw×2台であり、

現状の水需要に対する必要なポンプ仕様は、φ80×1.02m3/min×H50m×

15kw×2 台程度と考えられ、ポンプ更新時には水需要を見極めた適正なポンプ仕

様に変更する必要があります。 

 
 

 (2)友部水道事業 

友部浄水場の水源である友部系５号井、６号井、１１号井は、鉄・マンガンの含

有量が多く、井戸の維持管理費がかさむ等の理由から、既認可計画では、平成２１

年度に休止予定となっています。 

また、友部浄水場は、1974 年に建設されてから建設後３４年が経過しており、

浄水場全体の施設更新が必要な時期を迎えています。 

宍戸浄水場は、1975 年に建設されてから３３年が経過し、設備機器等の更新を

随時行っており、今後も継続的な施設更新が必要となります。 

 

 

 (3)岩間水道事業 

岩間浄水場は、1975 年に建設されてから３３年が経過し、設備機器等の更新を

随時行っており、今後も継続的な施設更新が必要となります。 
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 ２－４ 送・配水施設 
１）構造物 

(1)笠間水道事業 

笠間水道事業には、配水池１箇所、県水受水池１箇所、増圧ポンプ所７箇所が建設さ

れています。配水池の有効容量は、既認可の計画一日最大給水量の１３．０時間分、今

回推計値（最大値）の１５．９時間分が確保されています。 
現在、県水で賄っている本市の給水区域は、箱田配水池を経由して給水されてお

り、箱田配水池は基幹配水池と位置付けられます。 

笠間水道事業の配水施設の現状 

名  称 竣工年度 構 造 耐震ﾚﾍﾞﾙ
有効容量

(m3) 

計画一日最大

給水量(m3/日)

配水池貯留 

時間（h） 
備  考

箱田配水池 
1988 

1999 
ＰＣ 

L1 対応

L2 対応

4,739 

（5,000）
9,532 12.0 

消：200

送：61 

飯田配水池 1977 ＰＣ － 800 1,462 13.1  

中地原地区 

増圧ポンプ所 
1998 ＲＣ L1 対応

120 

（150）
289 10.0 

消：30 

飯田増圧 

ポンプ所 
1990 ＲＣ － 200 432 11.1  

大渕増圧 

ポンプ所 
1990 ＲＣ － 270 460 14.1  

稲田増圧 

ポンプ所 
1994 ＲＣ － 530 915 13.9  

芸術の村増圧 

ポンプ所 
1990 ＲＣ － 68 90 18.1  

大橋地区 

増圧ポンプ所 
1998 ＲＣ L1 対応 36 1,015 － ﾎﾟﾝﾌﾟ井

福田地区 

増圧ポンプ所 
1995 ＲＣ － 67 878 － ﾎﾟﾝﾌﾟ井

笠間東工業団

地増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ所 
1999 ＲＣ L1 対応 64 － － ﾎﾟﾝﾌﾟ井

計 － － － 
6,727 

（7,082）

既 12,462 

今 10,100 

13.0 

15.9 
 

※既：既認可値、今：今回推計値 

※（ ）内は、配水池全容量を示す。 

 
 
 

(2)友部水道事業 

友部水道事業には、配水池３箇所、県水受水池１箇所が建設されています。配水

池の有効容量は、平成 19 年度に建設した低区配水池を加味すれば、既認可の計画

一日最大給水量の 12.4 時間分、今回推計値（最大値）の 13.5 時間分が確保され

ています。 

 
１）地震などの災害時には、緊急しゃ断弁により配水本管から切り放され、貯水槽に水を確保するシステムです。 
２）管路に作用する伸縮・屈曲・偏芯ねじれ等の力を吸収し、管路の安全・安定を確保するためのものです。 
３）L2 対応：直下型地震等に起因する高いレベルの地震動に対応 
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友部水道事業の配水施設の現状 

名  称 竣工年度 構 造 耐震ﾚﾍﾞﾙ
有効容量 

(m3) 

計画一日 

最大給水量

(m3/日) 

配水池 

貯留時間 

（h） 

備 考

宍戸浄水場 

第 1 配水池 
1966 ＲＣ － 1,500 

宍戸浄水場 

第 2 配水池 
1982 ＲＣ － 1,500 

7,129 9.9  

友部浄水場 

第 1 配水池 
1966 ＲＣ － 360（2 池）

浄水量 

2,167 
4.0 休止 

友部浄水場 

高架水槽 
1974 SUS 製 －  45（1 池）

浄水量 

2,167 
－ 休止 

南友部配水池 1990 PC L1 対応 3,000 4,153 16.4 送：170

低区配水池 2008 PC L2 対応 2,000 4,957 9.7  

計 － － － 8,360 
既 16,239

今 14,902

12.4 

13.5 
 

※既：既認可値、今：今回推計値 

 

 

 (3)岩間水道事業 

岩間水道事業には、配水池１箇所、県水受水池２箇所が建設されています。配水

池の有効容量は、既認可の計画一日最大給水量の 7.2 時間分、今回推計値（最大

値）の 6.7 時間分となっており、“水道施設設計指針”に示されている一日最大給

水量の 12 時間分に満たない状況にあります。 

岩間水道事業の配水施設の現状 

名  称 竣工年度 構 造 耐震ﾚﾍﾞﾙ
有効容量 

(m3) 

計画一日 

最大給水量 

(m3/日) 

配水池 

貯留時間 

（h） 

備 考

岩間浄水場 

配水池 
1975 ＲＣ － 1,000（2 池）

－ － 
 

岩間配水池 

（愛宕配水池） 
1975 PC － 2,000（1 池）

－ － 
 

安居配水池 2006 ＲＣ L2 対応  600（2 池） － －  

駒場増圧 

ポンプ所 
1988 ＲＣ － （10） － － ﾎﾟﾝﾌﾟ井

計 － － － 3,600 
既 12,000 

今 12,863 

7.2 

6.7 
 

※既：既認可値、今：今回推計値 
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２）管 路 
(1)笠間水道事業 

笠間水道事業の管路延長は、導水管 0.03km、送水管 1.52km、配水管

318.35km の計約 320km があります。本地域は、石綿管更新事業を行っていま

すが、現在約 17.0km（構成比 5.3％）の石綿管が残存しています。また、管路

の耐震化率 1）は 2.0％（H17）程度です。 

今後は、管路の老朽化更新及び管路の耐震化等を推進し、有効率の向上や施設の

安全性向上を図っていく必要があります。 

 

 

 

(2)友部水道事業 

友部水道事業の管路延長は、導水管 18.43km、送水管 1.08km、配水管

278.18km の計約 298km があります。本地域は、石綿管更新を随時行っていま

すが、現在約 20.6km（構成比 6.9％）の石綿管が残存しています。 

今後は、管路の老朽化更新及び管路の耐震化等を推進し、有効率の向上や施設の

安全性向上を図っていく必要があります。 

また、ヒアリング結果より以下の課題が挙げられます。 

・松山団地には、鉛製給水管が多数残存しており、年間約 10 件の漏水事故が発生 

・小規模な開発行為のための管路網の整備が必要 

 

 

 

(3)岩間水道事業 

岩間水道事業の管路延長は、導水管 3.47km、送水管 2.96km、配水管

165.97km の計約 172km があります。本地域は、石綿管更新を随時行っていま

すが、現在約０．９km（構成比０.５％）の石綿管が残存しています。また、管路

の耐震化率は 0.8％（H17）程度です。 

今後は、管路の老朽化更新及び管路の耐震化等を推進し、有効率や施設の安全性

向上を図っていく必要があります。 
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３）その他 
  安定度評価分析（ＰＩ：業務指標 2））からみた平成１５年度及び平成１６年度の

評価は、以下のグラフに示すとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水池貯留能力は、岩間水道事業が“水道施設設計指針”に示されている一日最

大給水量の 12 時間分に満たない状況にあります。また、給水拠点も３水道事業共

に密度は少ないため、指定避難場所への緊急用貯水槽等の整備が望まれます。 

管路更新・新設・耐震化など管路整備率は低い水準にあります。笠間市に分布す

る地盤状況は腐食性土壌ではなく、地盤強度的にも良好な面があり、管体劣化対策

や耐震強化の必要性が低いためと考えられます。しかし、老朽化は継続進行するも

のであり、アセットマネジメント 3)手法などにより計画的・効率的・平準的な更新

対応を講じることが望まれます。 

 

 
１）耐震管は、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（離脱防止機能）、鋼管（溶接）、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（高密度、融着継手）を示す。 

2）水道業務の効率を図るため活用できる規格の一種で、水道事業体が行っている多方面にわたる業務を定量化し、厳

密に定義された算出式により評価するもの。 

3）運用、管理に必要な費用を小さく抑え、質の高いサービスを提供することにより、資産価値を最大化するための活

動。 

平成15年度安定度指標分析（茨城県内）

20.0

45.0

70.0
1002水源余裕率

2004配水池貯留能力

2104管路の更新率

2107管路の新設率

2205給水拠点密度

2210管路の耐震化率

笠間水道 友部水道 岩間水道 平均(50)

平成16年度安定度指標分析（茨城県内）

20.0

45.0

70.0
1002水源余裕率

2004配水池貯留能力

2104管路の更新率

2107管路の新設率

2205給水拠点密度

2210管路の耐震化率

笠間水道 友部水道 岩間水道 平均(50)
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２－５ 水 質 
 (1)笠間水道事業 

笠間水道事業は、自己水源１ヶ所、県水受水 1 ヶ所の 2 水源で賄われています。

唯一の浄水場である石寺浄水場の浄水方法は、「塩素消毒のみ」です。 

浄水方法が塩素消毒のみであることから、今後は、石寺浄水場の扱いについて

統廃合及び浄水方法の変更を含めた対策が必要となります。 

また、ヒアリング結果から、降雨時には濁度が上昇するため、取水・送水ポンプﾟ

を停止し、県水への切り替えにより対応しています。 
 
 

 (2)友部水道事業 

友部水道事業は、自己水源 12 ヶ所、県水受水 1 ヶ所の 13 水源で賄われてい

ます。 

既認可計画では、友部系５号井、６号井、１１号井は、次表に示すとおり原水

には鉄、マンガンが多く含まれ維持管理性等から平成２１年度に休止予定となっ

ています。 

友部水道事業には、２つの浄水場（宍戸浄水場及び友部浄水場）があり、友部

浄水場の浄水方法は「除鉄・除マンガン設備」、宍戸浄水場の浄水方法は、「急速

ろ過方式」を採用しています。今後は、浄水場の統廃合を含めた対策が必要とな

ります。 
 
 
 (3)岩間水道事業 

岩間水道事業は、自己水源 2 ヶ所、県水受水 2 ヶ所の 4 水源で賄われていま

す。 

浄水場は、岩間浄水場１つであり、浄水方法は、「急速ろ過方式」を採用してい

ますが、浄水水質において色度が水質基準値の上限値を示していることから、浄

水方法の見直しを含めた対応が望まれます。 
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 ２－６ 給水サービス 
 

水道の目的は、いつでも安全で良質な水を必要とされる量を安定して利用者に供

給することであり、近年の高度化・多様化する利用者のニーズに対応していく必要

があります。 

笠間市では現在ホームページにより、①家庭の水道のしくみ、②水道の管理、③

貯水槽の管理、④水道料金、⑤水道 FAQ（よくある問合せ）、⑥お願い、⑦悪質

な訪問販売にご注意、⑧蛇口のパッキンの取り替え方等を掲載しています。 

また、コンビニ納付制度の導入、管理区分の明確化によりお客様の利便性の向上

に努めています。 

今後は、更なる給水サービスの向上のため、水質管理の充実、適正水圧の確保、

受水槽等小規模施設の管理体制強化等の対策を推進していくことが望まれます。 
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 ２－７ 危機管理体制 
 

市民の生活や社会活動に必要な水は、「水道の耐震化計画策定指針（案）の解説」

によると、生命維持に最小限必要な水量が 3 ㍑/日、日周期の生活に最小限必要な

水量が 20 ㍑前後/日、数日周期の生活に最小限必要な水量が 100 ㍑前後/日、通

常時で 300～500 ㍑/日必要とされています。また、水道用水供給事業では、災害

に対する復旧期間の目標を１週間以内と定めています。 

笠間市では、「笠間市地域防災計画（平成 19 年１２月）」により、大人１人１日

の必要給水量を約３㍑/日と定めています。 

笠間市の各水道事業では、生命維持に最小限必要な水量 3 ㍑/日･人の 30 日分以

上は確保していますが、日周期の生活に最小限必要な水量 20 ㍑/日・人でみると

5.3～7.2 日分程度となります。その他、危機管理強化の面から、応急給水体制、応

急復旧体制の整備、危機管理マニュアルの整備などが望まれます。 

現状の応急給水容量 

笠間水道事業 友部水道事業 岩間水道事業 備  考  

箇所数 
有効容量

(m3) 
箇所数

有効容量

(m3) 
箇所数

有効容量

(m3) 
 

配 水 池 9 7,018 6 8,360 3 3,600  

災害時貯留量 

（想定） 
3,509 m3 4,180 m3 1,800 m3 

PI2001 引用 

災害時容量は有効容量

の 50％とする。 

計画給水人口 24,367 人 39,174 人 15,359 人 平成 37 年度推計値 

応急給水期間 

災害～3 日 
48 日分 35 日分 39 日分 3 ㍑/日 

応急給水期間 

～10 日 
7.2 日分 5.3 日分 5.8 日分 20 ㍑/日 
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 ２－８ 水道料金体系 
 

笠間市の水道料金体系は、現在、それぞれの水道事業で個別に設定されており、

料金格差が生じています。今後は、事業統合による段階的な水道料金の統一が必要

となります。 

笠間市の水道料金実績（口径 13mm） 

 笠間水道事業 友部水道事業 岩間水道事業 備 考 

旧料金施行年月日 H4.10.1 H10.4.1 H9.4.1  

10m3 当り水道料金（円） 1,950 1,550 1,850  

20m3 当り水道料金（円） 3,770 3,050 3,250  

現行料金施行年月日 H13.8.1 H15.4.1 H13.4.1  

10m3 当り水道料金（円） 2,250 1,775 1,850  

20m3 当り水道料金（円） 4,350 3,505 3,650  

 

笠間市の水道料金体系 

笠間水道事業 友部水道事業 岩間水道事業 備考 
 

13mm 20mm 13mm 20mm 13mm 20mm  

旧水道料金 

基本料金（円） 1,800 1,800 1,500 1,700 1,800 1,800 10m3 まで

超過料金（円）/ m3 182 182 150 150 140 140 11～20m3

メータ使用料（円） 150 230 50 100 50 100  

現行水道料金 

基本料金（円） 2,100 2,100 1,725 1,955 1,800 1,800 10m3 まで

超過料金（円）/ m3 210 210 173 173 180 180 11～20m3

メータ使用料（円） 150 230 50 100 50 100  
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 ２－９ 事業経営 
 

水道事業は、利用者の水道料金等で事業を運営する地方公営企業でいわゆる独立

採算制を原則としています。 

事業経営の分析は、笠間水道事業、友部水道事業、岩間水道事業を対象に業務指

標（PI）を活用し、①収益性、②資産・財務、③施設の効率性、④生産性⑤料金、

⑥費用の６つの面（評価区分）について、財務指標を中心とした分析・評価を行い

ました。 

 
１）収益性 

(1)笠間水道事業 

「営業収支比率」は、指標値 100％以下であることから営業収益で営業費用を賄

えていない状況となっています。また、「経常収支比率」及び「総収支比率」も 100％

以下となっています。偏差値は、茨城県内の同規模事業体との比較においても 25.1

～48.2 と低いレベルとなっています。 

経常収支比率など収支比率は赤字運営で、近年は他会計繰入金を見込まなかった

ために累積欠損金が生じています。累積欠損金は増加傾向にあり、平成 17 年度で

は、累積欠損金比率が 53％にも膨らみ非常に経営が厳しい状況です。 

今後は、経常の効率化を図り，累積欠損金の解消を目指す計画的な取り組みが必

要となっています。 

業務指標 

指 標 名  指標値 年度 備 考 

営業収支比率（％）  
83.3

87.8

H17

H16

営業費用が営業収益によってどの程度賄われているを示す

指標。 

経常収支比率（％）  
97.7

98.3

H17

H16

経常費用が経常収益でどの程度賄われているかを示す。 

総収支比率（％）  
97.5

97.8

H17

H16

総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示す指

標。この比率が 100％未満の場合は収益で費用を賄えてい

ないこととなり健全な経営とは云えない。 

累積欠損金比率（％）  
53.4

39.7

H17

H16

累積欠損金の営業収益に対する割合であり、経営状況を累

積欠損金の有無により把握する。 

 

 

(2)友部水道事業 

「営業収支比率」は、指標値 100％を超えていることから営業収益で営業費用

を賄えており、経営が安定しています。また、「経常収支比率」及び「総収支比率」

も 100％を超えていることから、黒字経営であることがうかがえます。偏差値は、

茨城県内の同規模事業体との比較においても 50.7～54.3 と高いレベルとなって

います。 
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業務指標 

指 標 名  指標値 年度 備 考 

営業収支比率（％）  
123.6

122.5

H17

H16

営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示

す指標。 

経常収支比率（％）  
110.6

108.7

H17

H16

経常費用が経常収益でどの程度賄われているかを示す。 

総収支比率（％）  
110.1

108.2

H17

H16

総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示す指

標。この比率が 100％未満の場合は収益で費用を賄えてい

ないこととなり健全な経営とは云えない。 

累積欠損金比率（％）  
0.0 

0.0 

H17

H16

累積欠損金の営業収益に対する割合であり、経営状況を累

積欠損金の有無により把握する。 

 

 

 (3)岩間水道事業 

「営業収支比率」は、指標値 100％を超えていることから営業収益で営業費用

を賄えており、事業主体の水道事業のみでの経営が安定しています。また、「経常

収支比率」及び「総収支比率」も 100％を超えていることから、黒字経営である

ことがうかがえます。偏差値は、茨城県内の同規模事業体との比較においても

49.4～55.3 とやや高いレベルとなっています。 

 

業務指標 

指 標 名  指標値 年度 備 考 

営業収支比率（％）  
104.9

111.1

H17

H16

営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示

す指標。 

経常収支比率（％）  
107.6

102.1

H17

H16

経常費用が経常収益でどの程度賄われているかを示す。 

総収支比率（％）  
107.1

101.7

H17

H16

総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示す指

標。この比率が 100％未満の場合は収益で費用を賄えてい

ないこととなり健全な経営とは云えない。 

累積欠損金比率（％）  
0.0 

0.0 

H17

H16

累積欠損金の営業収益に対する割合であり、経営状況を累

積欠損金の有無により把握する。 
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２）資産・財務 

 (1)笠間水道事業 

「流動比率」は、短期的流動負債への返済能力を示す指標であり、望ましいとさ

れている 200％を大きく上回っていますが、短期負債である流動負債が小さいた

め支払能力が高いと判定されたものと見られます。しかし、運営力の柔軟性は有利

と考えられます。 

自己資本構成比率は、固定負債(起債残高)が多いため、低い値を示していると見

られます。したがって、固定比率も高い状況となっています。 

「固定比率」は、２ヵ年で 8.7 ﾎﾟｲﾝﾄ改善し、158.8％となっています。水道事

業の場合は、建設投資のための財源として企業債に依存する度合いが高いため必然

的に高くなる傾向にあります。偏差値は 48.9 と、周辺同規模事業体と比較してや

や低いレベルとなっています。 

業務指標 

指 標 名  指標値 年度 備 考 
 

流動比率（％）  
2248.5

16090.0

H17

H16

短期債務に対する支払能力を示す。 

200％以上が望ましく、100％を下回っていれば不良債権

が発生している可能性が高い。 

 

自己資本構成比率（％） 
 

58.1 

54.7 

H17

H16

総資本に占める自己資本の割合から財務の健全性を示す。

 

固定比率（％）  
158.8

163.5

H17

H16

自己資本がどの程度、固定資産に投下されているかを見る

指標。100％以下であれば、固定資産への投下が自己資本

の枠内に収まっている。 

 

 (2)友部水道事業 

「流動比率」は、望ましいとされている 200％を大きく上回っています。 

「固定比率」は、２ヵ年で 8.6 ﾎﾟｲﾝﾄ改善し、130.2％となっています。水道事

業の場合は、建設投資のための財源として企業債に依存する度合いが高いため必然

的に高くなる傾向にあります。偏差値は 54.3 と、周辺同規模事業体と比較して高

いレベルとなっています。 

業務指標 

指 標 名  指標値 年度 備 考 
 

流動比率（％）  
1930.2

1203.1

H17

H16

短期債務に対する支払能力を示す。 

200％以上が望ましく、100％を下回っていれば不良債権

が発生している可能性が高い。 

 

自己資本構成比率（％） 
 

69.0 

68.7 

H17

H16

総資本に占める自己資本の割合から財務の健全性を示す。

 

固定比率（％）  
130.2

133.6

H17

H16

自己資本がどの程度、固定資産に投下されているかを見る

指標。100％以下であれば、固定資産への投下が自己資本

の枠内に収まっている。 
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 (3)岩間水道事業 

「流動比率」は、望ましいとされている 200％を大きく上回っています。 

「固定比率」は、平成１５年度から 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ改善し、132.0％となっています。

水道事業の場合は、建設投資のための財源として企業債に依存する度合いが高いた

め必然的に高くなる傾向があります。偏差値は 54.7 と、周辺同規模事業体と比較

して高いレベルとなっています。 

業務指標 

指 標 名  指標値 年度 備 考 
 

流動比率（％）  
1130.2

478.1

H17

H16

短期債務に対する支払能力を示す。 

200％以上が望ましく、100％を下回っていれば不良債権

が発生している可能性が高い。 

 

自己資本構成比率（％） 
 

69.8 

68.3 

H17

H16

総資本に占める自己資本の割合から財務の健全性を示す。

 

固定比率（％）  
132.0

131.6

H17

H16

自己資本がどの程度、固定資産に投下されているかを見る

指標。100％以下であれば、固定資産への投下が自己資本

の枠内に収まっている。 

 

 

３）施設の効率性 

 (1)笠間水道事業 

笠間水道事業は、有収率が低いため収益率が低いことにつながり、したがって、

施設効率の低下となっています。有収率の低さは、有効率の低さに通じるもので、

漏水調査、防止対策が重要な課題と言えます。施設最大稼働率も低く、施設能力

確保への過大投資の影響も残っていると推測され、結果、固定資産使用効率が低

下しています。 

 

 (2)友部水道事業 

友部水道事業は、「施設利用率」「施設最大稼働率」「固定資産使用効率」共に、県内

同規模事業体と比較して高いレベルにあります。 
しかし、石綿管が約 20.6km 残存していること、鉛製給水管の漏水事故が年間

10 件程度生じていることなどから、更なる漏水調査、防止対策により施設の効

率を向上させる必要があります。 

 

 (3)岩間水道事業 

岩間水道事業は、「有収率」「施設利用率」「施設最大稼働率」「固定資産使用効率」

共に、県内同規模事業体と比較してやや高いレベルにあります。 
しかし、すでに整備中である岩間工業団地への工場用水量の急激な増加より、

施設効率が大きく影響されるため、水需要の動向を見極め適正な設備投資又は更

新計画を行う必要があります。 
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４）生産性 

３つの水道事業共に職員一人当たりの給水収益、配水量、メータ数など、一人当

たり負荷量や生産性に大きな差異は生じていません。職員給与費の給水収益に占め

る割合も同程度で職員の業務量や費用に大きな差異はみられません。 
 
５）料金 
 (1)笠間水道事業 

「給水原価」は、平成 8 年度より 28.58 円/m3 増加し、「供給単価」は、平成

8 年度より 38.59 円/m3 増加しています。「料金回収率」は、13.87 ﾎﾟｲﾝﾄ改善

していますが、指標値が 66％～67％程度であり、給水収益で供給費用を賄えて

いない状況にあります。また、平成 16 年度の料金回収率指標値は 67.3 ﾎﾟｲﾝﾄ、

偏差値は 36.0 と、周辺同規模事業体と比較して低いレベルにあります。 

笠間水道事業の給水原価は最も高い水準にあり、大半が固定資産負債の償還に起

因しています。これは地勢的要因、受水条件などから施設構築への投資が膨らんだ

もので、その償還に苦慮している状況にあると考えられます。 

水道料金値上げの困難性、漏水対策などに対する資金繰りに苦慮しており、業務

改善や運転管理による経費削減では対応できない問題でありますが、今後の計画で

は既存構造物の寿命延長、有効的活用による設備投資の抑制と平準化に配慮した市

民協働型の経営が重要なポイントとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)友部水道事業 

「給水原価」は、平成 8 年度より 11.37 円/m3 増加し、「供給単価」は、平成

8 年度より 30.83 円/m3 増加しています。「料金回収率」は、10.00 ﾎﾟｲﾝﾄ改善

しています。 

平成 16 年度の料金回収率指標値は 107.6 ﾎﾟｲﾝﾄ、偏差値は 60.9 と、周辺同規

模事業体と比較して高いレベル（4/38 位）にあります。また、経常収支比率も
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100％を超えており、経営は安定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)岩間水道事業 

「給水原価」は、平成 8 年度より 6.52 円/m3 増加し、「供給単価」は、平成 8

年度より 28.01 円/m3 増加しています。「料金回収率」は、16.12 ﾎﾟｲﾝﾄ改善して

います。平成 16 年度の料金回収率指標値は 95.1 ﾎﾟｲﾝﾄ、偏差値は 53.1 と、周辺

同規模事業体と比較してやや高いレベルにあります。 

料金回収率指標値は 100％以下であるが、経常収支比率が 100％を超えている

ため経営は安定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友部水道事業　水道料金関連データ
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岩間水道事業　水道料金関連データ
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６）費 用 

 (1)笠間水道事業 

「給水収益に対する企業債利息の割合」は、年平均 2.7 ポイント改善しています。 

「給水収益に対する企業債償還金の割合」は、年平均 0.76 ポイント悪化してい

ます。「給水収益に対する企業債元利償還金の割合」は、年平均 2.0 ポイント程度

改善していますが、平成 16 年度の指標値は、全国平均値 39.6 ポイントを大きく

上回り 52.2 ポイントであり、大きな負担となっています。「給水収益に対する減

価償却費の割合」は、平成 10～平成 11 年度に建設した箱田配水場の影響で平成

11 年度に増加に転じていますが、以後減少傾向にあり、指標値は改善しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)友部水道事業 

「給水収益に対する企業債利息の割合」は、年平均 0.81 ポイント改善していま

す。「給水収益に対する企業債償還金の割合」は、前年度より 2.03 ポイント悪化

しています。「給水収益に対する企業債元利償還金の割合」は、前年度より 2.0 ポ

イント程度改善しており、平成 16 年度の指標値は、全国平均値 39.6 ポイントを

下回る 24.3 ポイントとなっています。「給水収益に対する減価償却費の割合」は、

平成 14 年度をピークに改善傾向に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用に関するデータ
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 (3)岩間水道事業 

「給水収益に対する企業債利息の割合」は、年平均 2.3 ポイント改善しています。 

「給水収益に対する企業債償還金の割合」は、前年度より 0.09 ポイント改善し

ています。「給水収益に対する企業債元利償還金の割合」は、前年度より 2.0 ポイ

ント程度改善しており、平成 16 年度の指標値は、全国平均値 39.6 ポイントとほ

ぼ同一の 39.7 ポイントです。「給水収益に対する減価償却費の割合」は、平成 10

年度をピークに改善傾向に転じています。 
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７）事業経営に関する課題 

  以上の事業経営に関する分析・評価から、課題についてまとめると以下のとおり

となります。 

 

事業経営に関する課題のまとめ 

①収 益 性 
・笠間水道事業は、累積欠損金比率は、53％であり、増加傾向を示している。

⇒一層の経費削減、投資規模の適正化、適正な水道料金の設定 

②資 産 ・ 財 務 

・笠間水道事業は、設備投資の拡大に伴う企業債償還金の増加により、給水

収益の多くを企業債償還金、県水受水費等に充てている。 

⇒建設財源に占める自己資金割合を高め、財務体質を健全にしていく

ことが必要 
・今後、施設の老朽化に伴う改築更新の必要性が生じる。 

⇒施設規模の適正化を図ることにより、投資額を抑制することが必要 

③施設の効率性 

・有収率が低いため、施設予備力が高く、施設利用率が低い。 

⇒管路網の漏水調査及び防止対策が必要 

・計画給水量の増加傾向に反して実績給水量は近年横ばい傾向にある。この

ため施設予備力が高く、施設利用率が低い。 

⇒施設の効率性を上げていくために、施設規模の適正化が必要 

④生 産 性 

・職員一人当たりの給水収益、配水量、メータ数など、一人当たり負荷量や

生産性に大きな差異は生じていない。職員給与費の給水収益に占める割合も

同程度で職員の業務量や費用に差異はない。 

⑤料 金 
・笠間水道事業は、給水原価に比べ供給単価がかなり低いため、①収益性、

②資産・財務、④生産性、⑥費用にマイナスの影響を及ぼしている。 

⑥費 用 

・笠間水道事業は、設備投資の拡大に伴う企業債償還金の増加により、給水

収益の多くを企業債償還金、県水受水費等に充てている。 

⇒既設構造物の寿命延長、有効活用による設備投資の抑制 

⇒各費用の更なる削減を図ることが必要 

⇒②資産・財務の取組みにより、企業債残高の削減を図ることが必要 

⑦料 金 未 納 
⇒料金滞納に対する給水停止処分強化 

⇒公平性を確保するために法的対応（支払督促等）の実施 
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３－１ 笠間市水道の将来像（基本理念） 

笠間市は、歴史、自然と文化に恵まれた旧笠間市、交通網に恵まれた旧友部町、

産業的発展が著しい旧岩間町、それぞれの地域において地域的特徴があります。平

成１9 年３月には「笠間市総合計画」が策定され、“住みよいまち 訪れてよいまち 

笠間” を新市の将来像として示しています。 

笠間市の水道事業の現状は、各行政単位で進められてきた３つの水道事業（笠間

水道事業、友部水道事業、岩間水道事業）がそれぞれ独立した水道経営となってい

ます。これら３つの水道事業は、これまで長年にわたり、安全で良質な水を地域特

性を活かし出来る限り低廉で安定的に供給する体制を築きあげてきています。 

今日の水道は、公衆衛生の確保に留まらず、市民生活や都市活動に欠くことので

きないライフラインとしての性格を有しており、水道水の安全性やおいしい水への

要求、高度化する需要者のニーズや地球規模での環境問題など、水道事業を取り巻

く環境は大きく変化しています。 

これからの笠間市水道の目指す方向は、合併を契機とした水道事業の統合により

効率の良い施設運用ができる適正な施設統合を行うと共に、安全で安定した水の供

給を図るために石綿管等の老朽管の更新、耐震性に優れ効率的・低コストな施設づ

くりと更新整備、段階的な水道料金の統一を図る必要があります。 

 

このような背景から、水道事業の立場と責務を念頭に水道ビジョンに示された水

道の長期的な政策課題である「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、及び「国際」の視

点に留意し、今世紀半ば頃の笠間市水道のあるべき姿（基本理念）を示します。 

第３章 笠間市水道の目指すべき方向 
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“自然と文化に調和した環境にやさしい安全な水道” 
 

～住み良いまちを創出する水道の構築～ 

基 本 理 念 

笠間市水道の将来像 

施 策 目 標 

安心 安定 持続 環境 (国際) 

お客様満足度の向上

安全でおいしい水の供給

自然と調和した環境にやさしい水道

安全な水道施設の構築

事業統合による効果の推進

水道の運営基盤の強化
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３－２ 笠間市水道の施策目標 
１０年先程度を目標期間として、笠間市水道の５つの施策目標に沿って定量的・

定性的な各施策目標の実現に向けて主な施策を以下に示します。 

 

（１）お客様満足度の向上 

 生活基盤を確立するために不可欠な水を供給する水道事業としての立場と責務

において、水質の安全はもちろんのこと、飲用井戸から水道への切替（水道未普

及地域の解消）やおいしさ・快適さなどのお客様のニーズに対応した更なるサー

ビスを提供することでお客様に満足して頂ける水道水の供給に努めます。 

 

 

 

 

 

 

（２）安全でおいしい水の供給 

 近年、ペットボトルに代表されるさまざまな飲料水が身近に手軽に手に入ると

共に、健康への関心も高まっており、安全でおいしい水の要求に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業統合による効果の推進 

 合併を契機とした３つに水道事業を統合することにより、個々に独立した現状

以上の施設効果を発揮させ、効率的に安定した水道水の供給に努めます。 

 

 

 

 

 

○主な施策の方向 
① 適正な水道料金の設定（統一） 
② 水道普及率の向上 

○主な施策の方向 
① より高度な水つくり 
② 水質管理の向上 

○主な施策の方向 
① 段階的な施設の統廃合 
② 配水ブロックの再編 
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（４）安全な水道施設の構築 
近年、阪神・淡路大震災をはじめ新潟中越地震、能登地震など地震に対するお

客様の関心は高まっています。 

「笠間市地域防災計画（平成 19 年１２月）」では、本県に被害をもたらす可能

性のある地震として東海地震、南関東地域直下地震を想定しています。 
同地域は、大陸プレート、フィリピン海プレート及び太平洋プレートが互いに

接し、複雑な応力集中が生じていることなどから、南関東地域直下地震（マグニ

チュード７級）に対し、切迫性を有しています。 

また、台風や渇水などの自然災害によって水道施設への影響は大きなものとな

っており、災害に強い安全な水道施設の構築に努めます。 

 

 

 

 

 

 

（５）水道の運営基盤の強化 

水道事業の経営改革を行うことにより内部留保資金の確保に努めます。 
これにより、企業債残高の削減が図られ、将来への過重負担を防ぐとともに、強

固な財政基盤の構築に努めます。 
 

 

 

 

 

 

（６）自然と調和した環境にやさしい水道 

近年、産業活動の活発化により二酸化炭素などの温室効果ガスにより、地球温

暖化が進行しています。水道事業においても笠間市の地域特性を活かし自然と調

和した環境にやさしい水道の構築に努めます。 

 

 

 

 

 

 

○主な施策の方向 
① 水道施設の耐震化 
② 老朽施設の計画的な更新 
③ 災害時の体制強化

○主な施策の方向 
① 環境負荷の低減 

（有効率の向上、自然流下方式の 
採用など） 

② 新エネルギーの活用 
（太陽光発電、小水力発電など）

○主な施策の方向 
① 経営の効率化 
② 財務体質の強化 
③ 経営コストの縮減
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３－３ 笠間市水道の１８年プランの主な施策 
前述に示した施策目標から、平成 20 年度～平成 37 年度までの１８年間におけ

る主要施策を以下に示します。 

 
  

 －施策目標－ －主な施策項目－ 

（１）適正な水道料金の設定 

（１）環境負荷の低減 

（１）水道施設の耐震化 

（２）老朽施設の計画的な更新 

（１）配水区域の再編及び事業の統廃合 

（１）水源の保全 

（３）災害時の体制強化 

（２）水質管理の向上 

（３）浄水処理の高度化 

（４）鉛製給水管更新 

（２）新エネルギーの活用 

（１）経営の効率化 

（２）財務体質の強化 

（３）経営コストの縮減 

 １）お客様満足度の向上 

 ２）安全でおいしい水の供給 

 ３）事業統合による効果の推進 

 ４）安全な水道施設の構築 

 ５）水道の運営基盤の強化 

 ６）自然と調和した環境にやさしい水道
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１）お客様満足度の向上 

 

（１）適正な水道料金の設定 

現行の水道料金体系は、水道事業投資額及び水利状況等の違いにより、各水道事

業により異なっており、利用者の料金格差が生じています。 
公平な給水サービスの実現と健全な事業運営の観点から、全市的に適切かつ公平

で段階的な水道料金の統一を図ります。 
 

２）安全でおいしい水の供給 

（１）水源の保全 

水道事業においては、安全な水源の確保と安定的な水量の確保が大前提となりま

す。 

笠間水道事業では、老朽化が著しい取水施設の更新・改修による水の安定供給。

友部水道事業では深井戸の再編成を含めた対策。岩間水道事業では未整備井戸の整

備長期計画の検討をそれぞれ図ってまいります。 

 

■■水水源源のの監監視視  

①事業概要 

水源地域の環境を監視する体制を強化します。 

 

（２）水質管理の向上 

水質基準は、昭和 33 年に定められて以降、生活様式の多様化と科学技術の進

歩に対応するために、改定がなされてきました。近年、臭素酸やハロゲン化酢酸

等の新たな消毒副生成物の問題や内分泌かく乱化学物質やダイオキシン類等新し

い化学物質、クリプトスポリジウム等耐塩素性病原性微生物による問題から水道

水質の充実・強化が求められています。 

本市水道事業は、水源状況や天候等の影響による水質の悪化がみられ、また、

浄水場施設の老朽化も進行していることから、安定した水質確保と一層の“おい

しい水”の供給に努めます。 

 

■■水水質質管管理理・・監監視視体体制制のの充充実実  

①事業概要 

すべての自己水源の水質保全のため、クリプトスポリジウム等の病原性微生物に対

し、監視強化を図っていきます。 
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■■給給水水栓栓ででのの水水質質管管理理  

①事業概要 

水のおいしさは、個人の感覚や健康状態のほか、気温や水温などの環境条件にも左右

されますが、本市の水道水のおいしさを維持するためにはその時々の水質変化に応じた

的確な水質管理の向上を図っていきます。 

 

■■水水質質汚汚染染事事故故対対応応ママニニュュアアルルのの策策定定  

①事業概要 

水質汚染事故に備え、本地域が共通の認識と同等の対応が図れるように「水質汚染事

故対応マニュアル」の充実を図ります。 

 

（３）浄水処理の高度化 

近年、水源周辺の環境が悪化してきたことに加え、クリプトスポリジウムなどの

耐塩素性の微生物による感染症の問題や内分泌かく乱化学物質やダイオキシン類な

ど新しい化学物質による問題など水道を取り巻く環境は厳しさを増す状況にありま

す。安全で安心な水を供給するために、施設更新を行う水道施設においては、費用

対効果を算出し、膜処理や紫外線などの導入の調査・研究を行います。 
 

■■浄浄水水シシスステテムムのの見見直直しし  

①事業概要 

ａ．笠間水道事業 

石寺浄水場の処理方式は、塩素消毒のみとなっています。降雨時には隣接河川の

影響で濁度上昇が生じます。また、水稲期には隣接河川より水田へ水をひくため、

水量不足となっています。このため、高濁度時は、飯田増圧 P 所から飯田配水池へ

の送水により配水します。 

 

ｂ．友部水道事業 

友部浄水場の処理方式は、除鉄・除マンガン設備による浄水処理となっています。

原水水質には、水質基準値を大きく上回る鉄、マンガンが含有しており、色度及び

濁度も水質基準値を上回っています。このため、老朽化が進行しているが当面は稼

動させ、大規模な補修が必要となった時点で廃止し、県水受水方式に変更します。 

 

ｃ．岩間水道事業 

岩間浄水場の処理方式は、凝集沈殿・急速ろ過方式となっています。原水水質に

は、水質基準値を上回る色度が示されており、浄水水質においても、水質基準値の

上限値を示す色度が検出されていることから、色度除去対策として、酸材注入設備
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を設置します。 

 

（４）鉛製給水管更新 

①事業概要 

鉛に係る水道水質基準については、その毒性、蓄積性を考慮し、平成 14 年 3

月に厚生労働省が水質基準を 0.01 ㎎/L に強化しましたが、鉛管に対する抜本的

な対策として平成２０年度より 5 ヵ年で鉛製給水管の布設替を行なってまいりま

す。 

 

 

３）事業統合による効果の推進 

（１）配水区域の再編及び事業の統廃合 

平成 18 年の合併により、旧市町地域を越えて給水が可能となり、地形的に水供

給が困難である地域や未普及地域にも、効率的に水道水を供給することが可能とな

ります。これには、各地の水需要や地形を十分把握した上で、事業統合を行い、施

設の新設・更新・廃止が必要となります。 

 

■■配配水水区区域域のの見見直直しし  

①事業概要 

笠間市水道事業の増圧ポンプ配水区域である上加賀田地区は、友部水道事業の

南友部配水池（高区配水区域）からの自然流下方式で配水可能であるため、配水

ブロックの再編を行ないます。 

 

■■加加圧圧・・減減圧圧区区域域のの見見直直しし  

①事業概要 

加圧・減圧区域の見直しを行い、不要な施設や機器の削減及び、エネルギー損失の 

低減につなげ、維持管理費の低減や運用管理の簡略化、配水に必要なエネルギーの省 

力化に努めます。 

 

■■配配水水管管網網のの見見直直しし  

①事業概要 

配水管網の水理計算を行い、給水圧の不適正箇所、配水の滞留する管路などを

把握し、管路の新設、統合、廃止など配水管網の見直しを行い、合理的な配管計

画を策定します。 

 

■■施施設設のの統統廃廃合合計計画画  
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①事業概要 

配水区域の見直しにより、段階的に施設の新設、統合、廃止を行います。 

 

■■遠遠方方監監視視制制度度のの充充実実化化  

①事業概要 

異常時対応も含め、各浄水場、配水池、増圧ポンプ所等の水運用管理を一元化

し、水源から配水にいたる一連の水運用を効率的かつ安全に保つシステムを検討

します。 

 

 

４）安全な水道施設の構築 

（１）水道施設の耐震化 

■■主主要要施施設設のの耐耐震震化化  

①事業概要 

安全な水道施設は、老朽化施設の定期的な更新、災害時にも対応できる施設整備

により、最低限の給水活動が行なえるよう整備することが求められています。 

このため、災害時、非常時の水確保のための施設整備、老朽化施設の計画的な更

新、給水拠点の周知、応急給水施設整備、応急給水活動の地域協力体制強化などハ

ード、ソフト面の両面から災害に強い水道施設を構築するための事業を進めます。 

 

■■管管路路施施設設のの耐耐震震化化  

①事業概要 

  笠間市の土質状況は、上層より関東ローム層、疑灰質粘土層、花崗岩層の順で堆 

 積しており、地域により表層地盤の地層厚は異なりますが、液状化基盤及び軟弱地

盤は含まれず、安定した良質地盤です。 

  本事業では、基幹施設である導水管路・送水管路を対象とし、耐震化をはかりま

す。 

 

（２）老朽施設の計画的な更新 

■■石石綿綿管管更更新新  

①事業概要 

石綿管の更新は、現状及び将来の水需要対応の妥当性を確認することや、管路

の耐震化計画など他の配水管路に関わる計画との整合性を図る総合的な視点のも

と、二重投資の回避を図り、効率的な管路更新・整備を図ります。 

 

■■主主要要施施設設のの更更新新・・整整備備  
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石寺浄水場、宍戸浄水場、友部浄水場、岩間浄水場のすべてが竣工後 30 年以上

が経過し、老朽化が認められます。浄水場は、利用者に配水するための根幹施設で

あるため、施設の有効性や費用対効果を踏まえ、適切な施設計画を行います。また、

配水池等の施設においては、必要貯留量に合わせ適切な更新と耐震化を推進します。 

 

（３）災害時の体制強化 

 笠間市地域防災計画のうち、給水計画に関するマニュアルに準じ、危機管理に対

する統一的な対応ができるようにします。また、連絡体制の強化や情報収集の充実

を図るとともに、防災訓練の実施により、日頃から緊急時の対応に備えます。 

  

■■避避難難所所へへのの応応急急給給水水  

①事業概要 

 笠間市防災計画に沿って行なってまいります。 

 

■■地地域域協協力力体体制制  

①事業概要 

 笠間市防災計画に沿って行なってまいります。 

 

５）水道の運営基盤の強化 

水道施設の耐震化、老朽施設の更新、石綿管の更新、新浄水技術の導入などの実

現には多くの資金を必要とします。このため、水道事業の経営改革を行うことによ

り内部留保資金の確保を図ります。この内部留保資金は、水道施設の建設改良に要

する財源に充当し、企業債の新たな発行を抑制します。 
これにより、企業債残高の削減が図られ、将来への過重負担を防ぐとともに、強

固な財政基盤を構築します。 

 

（１）経営の効率化 

厳しい経営環境のなかで、お客様の満足できる給水サービスを適正な料金負担の

もとで提供していくことは、更なる経営の効率化が必要となります。 

組織機構及び職員体制の見直しや民間のノウハウを効果的に取り入れ効率化を図

ります。 

■■民民間間委委託託等等のの検検討討  

水道事業では、取水、浄水処理、配水、水道料金徴収やお客様へのサービス等の

様々な業務があり、業務の見直しにより効率化が期待されます。 

安全な水道水供給を維持、業務の効率化を図るために民間委託の検討等を行なっ

てまいります。 
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（２）財務体質の強化 

水道事業は、施設拡張の時代から維持管理の時代へと移行してきており、施設拡

張時代に建設した施設が老朽化し、それらの更新費用等が必要となってきています。 
一方、人口は少子高齢化による伸び悩み、節水意識の浸透や節水型機器の普及に

より使用水量の減少が予想されます。これらに対して、健全な財務体質を確保する

ためには、①収益性、②資産・財務、③施設の効率性、④費用等の改善が考えられ、

透明性を確保した効率的な事業運営と経営基盤の強化を図り、利用者に理解が得ら

れるように努めていきます。 
 

■■企企業業債債残残高高のの縮縮減減  

①事業概要 

現在、企業債の利息及び償還金が財政を圧迫していることから、企業債残高の縮

減を図り、将来の施設の改良・更新財源の確保に努めます。 

 

■■施施設設規規模模のの適適正正化化  

①事業概要 

需要予測結果から浄水処理系統の運用計画、使用薬品の適正化検討、送水・配水

ポンプ運転の適正化など設備投資と効果について検討を行い、投資額の抑制、施設

の効率性の向上に努めます。 

  

■■主主要要課課題題へへのの重重点点的的投投資資のの実実施施  

①事業概要 

老朽化が進んでいる水道施設及び設備は多岐にわたっており、現在の財政状況を

鑑みると全ての老朽化施設を一斉に更新することは困難です。 

そのため、計画的な投資を実施することが必要であり、市として早急に対応すべ

き事業を“浄水処理の高度化”“鉛製給水管の更新”“石綿管の更新”とし、整備計

画を実施します。 

 

（３）経営コストの縮減 

■■漏漏水水防防止止対対策策のの推推進進  

①事業概要 

管路網は、老朽化が進んでおり、配水管・給水管の漏水事故が発生していること

もあります。今後、10 年間で有効率 91％以上とすることを目標とし、計画的に

漏水調査・石綿管更新・鉛製給水管更新を実施します。 
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■■収収納納率率のの向向上上  

①事業概要 

本市の未収納金は、平成 1９年度当初に 1 億４，７００万円にのぼり、未収納

率の削減は、大きな収益の拡充と経営基盤の強化に繋がることから、料金の口座

振替の促進はもとより新たな利用者に対して、積極的に口座振替の加入促進を行

っていきます。また、未納者には、料金滞納に対する給水停止処分の強化や法的

対応（支払督促等）の実施により、収納率の向上を図ります。 

 

６）自然と調和した環境にやさしい水道 

（１）環境負荷の低減 

■■配配水水区区域域のの見見直直ししにに伴伴ううポポンンププ負負荷荷量量のの低低減減  

①事業概要 

ポンプ能力の見直し、負荷量の低減を図ります。 

 

■■施施設設のの省省エエネネ化化  

①事業概要 

消費電力量を削減するため、ポンプの可変速化や省エネ型機器の導入などを行

います。 

 

■■水水道道業業務務上上ででのの負負荷荷低低減減  

①事業概要 

燃料の削減・再生紙の使用等資源の有効利用・再利用を進めます。 

 

（２）新エネルギーの活用 

新エネルギーは、地球温暖化対策として化石燃料の消費量を削減するためにも必

要と考え導入します。 

■■太太陽陽光光発発電電設設備備のの導導入入  

①事業概要 

浄水場・配水場内に太陽光発電設備を設置し、施設内の防犯灯や室内照明等へ

の利用を検討してまいります。 
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４－１ 水道料金等の改定（統合）理由 

１）水道料金等の改定（統合） 
本市水道事業は、旧事業を引継ぐ形態で３つの水道事業が存在し、事業や施設の

統合はなされていない状況となっています。 
それぞれの水道事業は、これまでに需要増加に対応した施設の拡張を行ってきま

したが、近年、水需要の変化や規制緩和の進展といった社会的な動き、水道水の安

全性やおいしさに対しての多様化、高度化する需要者のニーズや地球規模での環境

問題など、水道事業を取り巻く状況は大きく変化してきており、市民のニーズに応

えられる質の高い水需要が求められています。 
このようなことから、水道事業の基本原則である安全な水を安定して供給し続け

るため、平成２２年度に事業統合を実施し、平成２４年度より段階的に水道料金の

統一をはかりたいと考えております。 
 
２）財政の現状と予測について 

笠間水道事業は、平成 13 年度に料金改定を実施し、平成 17 年度決算（収益的

収支）では約 2,714 万円の赤字計上であるが、平成 18 年度決算（収益的収支）

では約 427 万円の赤字計上となり、厳しい財政状況となっていますが、営業費用

が縮減され、経営収支は健全化傾向にあります。 

友部水道事業は、平成１５年度に料金改定を実施し、平成 17 年度決算（収益的

収支）では約 5,779 万円の黒字計上、平成 18 年度決算（収益的収支）では約１

０,７８５万円の黒字計上となり、営業費用が縮減され、より安定した財政状況とな

っています。 

岩間水道事業は、平成１３年度に料金改定を実施し、平成 17 年度決算（収益的

収支）では約 1,957 万円の黒字計上、平成 18 年度決算（収益的収支）では約 3,063

万円の黒字計上となり、営業費用が縮減され、より安定した財政状況となっていま

す。 

 
 笠間水道事業 友部水道事業 岩間水道事業 備 考 

旧料金施行年月日 H4.10.1 H10.4.1 H9.4.1  

10m3 当り水道料金（円） 1,950 1,550 1,850  

20m3 当り水道料金（円） 3,770 3,050 3,412  

現行料金施行年月日 H13.8.1 H15.4.1 H13.4.1  

10m3 当り水道料金（円） 2,250 1,775 1,850  

20m3 当り水道料金（円） 4,350 3,505 3,650  

 

 第４章 水道料金の改定 
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３）現状の水道料金体系 
 

 
４－２ 水道料金改定の基本事項 

水道事業の経営は、独立採算制の原則から、給水サービスの対価として得られる

給水収益にて管理・運営がなされています。 

水道料金改定（案）の作成にあたっては、公共性、経済性及び社会情勢等を十分

考慮し、地域住民の福祉の増進に努めることを前提とし、次の事項を骨子とし作成

しました。 

 

１）料金算定方式    

公共料金の基本的な考え方として、利用者の料金負担に関しては、サービス等

を受けたものが自分の利用した量に応じて、その原価に見合った額を支払うとい

うこと（受益者負担の原則）、事業の経営に関しては、経営にかかる費用をすべて

自らの収入で賄い、外部から補助を受けずに経営を行うこと（独立採算制の原則）

があげられます。 
このため、公共料金は商品・サービスの提供に必要な原価をちょうど賄うだけ

の収入が得られるような算定方式でした。原価といっても、経営の効率化努力を

前提とした能率的な経営の下における適正な原価が算定の基準とされております。

このような公共料金の決め方を総括原価方式と言います。 
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総括原価方式 

 

 

 

 

 

２）料金算定期間 

平成 2４年度から平成 3７年までの 1４年間としました。 

３）改定料金の適用 

  平成 24 年度より２７年度、30 年度と段階的に実施していきたいと考えており

ます。 

４）料金体系 

  料金体系表につきましては、現在 3 事業で個別に設定されており、料金格差が

生じています。需要構造の変動に対応した料金負担のあり方に見合う料金体系に

するため、慎重に検討を重ねてまいります。 

 

1)減価償却費は、会計学的に投下料金の回収という意味があり、施設の残存価格の除去が終わった段階

で、当該施設に投下された資金を減価償却累計額と除去費という形ですべて回収する費用をさします。

また、この資金がすべて内部留保されれば同一施設の更新が可能となる。 

2)資産維持費は、物価上昇に伴う価格の上昇や事業環境の変化に伴う工費増分費用をさします。 

 

総括原価の算定例（平成 30 年度） 

 

 

 

●営業費用 ＝ 人件費 ＋減価償却費＋ 受水費 ＋ 委託料 ＋ 動力費 ＋ 修繕費 

（1,866,008 千円）    

       ＋ 薬品費 ＋資産減耗費＋ その他 

●資本費用 ＝ 支払利息 ＋ 資産維持費 

（233,143 千円）  （86,046 千円）  （147,097 千円） 

○資産維持費（年額） ＝ 対象資産 × 資産維持率 

 （147,097 千円）       （11,767,760 千円）    （1.25％） 

・対象資産＝償却資産額の料金算定期間期首及び期末の平均残高＝11,767,760 千円 

・資産維持率＝平均的な自己資本構成比率×繰入率＝1.25％ 

      ・平均的な自己資本構成比率＝50％（全国平均） 

      ・繰入率＝2.5％ 

＊総括原価 ＝ 営業費用 + 資本費用  

（2,099,151 千円）（1,8６6,008 千円）（233,143 千円）    

営業費用 
人件費、修繕費 

減価償却費 1) 

資本費用 
支払利息 

資産維持費 2) 

＋ 
総括原価 

料金収入 


